
相談

支援

退院

促進

ＧＨ

,CH

Ａ 1987 中原区 ○ ○

Ｂ 2006 多摩区 ○

Ｃ 1995 麻生区 ○ ○ ○

Ｄ 1992 宮前区 ○ ○

Ｅ 1997 川崎区 ○ ○

Ｆ 2005 高津区 ○ ○ ○

Ｇ 1990 幸区 ○ ○

設立 所在地

事業内容
支援

団体

表１ 調査対象団体 

GH:グループホーム、CH:ケアホーム 

１． 研究の背景と目的 

トラブルの忌避等を理由に障害者等の入居を制限する

民間賃貸住宅が依然として数多くみられるなか、国土交

通省では、Ｈ18 年度に「あんしん賃貸支援事業注１）」を

創設し、住宅セーフティネットとして民間賃貸住宅を活

用した施策を図りつつある。同事業は、社会福祉法人・

ＮＰＯ法人（以下、支援団体という）が介在して、民間

賃貸住宅における賃貸人及び賃借人双方の不安を解消す

るための居住に関する支援（以下、居住支援という）を

行うもので、住宅と福祉双方の政策による新たな枠組み

が注目されている。障害者自立支援法でも大きな柱の一

つに「地域移行」があげられ、今後、入居施設や病院か

ら出て地域で暮らす障害者が増えることが予想される。 

民間賃貸住宅の入居制限及び居住支援に関する既往文

献には、先進自治体である川崎市の居住支援制度文１）２）、

居住支援の取組みの全国の概況文３）、障害者の居住支援施

策の研究文４）、不動産仲介業者の実態に関する研究文５）が

ある。しかし、居住支援政策を実施する自治体はまだ

少なく、入居前の住宅探しの段階、入居後の生活の段階

で必要とされる支援内容、支援団体の役割、不動産店や

住宅等の状況は明らかになっていないと言える。本研究

では、制度開始以降に実際に行われた居住支援事例の調

査を通じて、制度草創期における居住支援の実態と課題

を明らかにすることを目的とする。 

２．調査概要 

本調査では、居住支援を先進的に取り組む川崎市にお

ける精神障害者支援の社会福祉法人・ＮＰＯ法人7団体

（Ａ～Ｇ）を対象とし、

居住支援の実態に関する

ヒアリング調査をＨ20

年6～9月に実施した。調

査では、対象団体が H18

年10月からH20年6月ま

でに民間賃貸住宅入居の

ための支援を行った全48事例のうち、物件探しまで至っ

た計21事例（各団体が2～5事例を抽出）について、支

援対象者の情報、支援内容、支援を行った時間、入居物

件の概要、家主・不動産店との関係等に関するヒアリン
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To solve the problem that persons with the mental disorder are refused moving in the private 

rental housing, recently, private voluntary organizations do the housing support. This study 
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support for persons with mental disorder. As a result, the following has been discussed;①Private 
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障害内容 年齢 性別
世帯構

成

生活

保護
保証人

従前の

住まい

相談

者

転居

経緯

期間

（日）

時間

（h）

同行不

動産店

不動産店

との面識
構造 築年数 間取り

1 Ｂ 統合失調症 30 男 単身 あり なし 病院 行政 退院・自立 36 16.5 6 ○ ● あり 木造 30年 2K 昼食会利用等による見守、金銭管

2 Ｂ うつ病 50 男 単身 あり なし 病院 本人 物件探し難航 37 9.7 1 ○ なし 木造 20年 - 配食サービス利用等による見守り

3 Ｃ 精神障害3級 60 男 単身 あり なし 病院 病院 退院・自立 50 - 1 ○ なし - - - 定期的な見守り

4 Ｃ 精神障害 40 男 単身 あり - 病院 病院 退院・自立 91 - 1 △ 未定 未定 未定 未定 未定

5 Ｄ 統合失調症 30 男 単身 あり なし 病院 病院 退院・自立 153 19.7 1 ○ ● あり 木造 20年 2K 訪問看護等による見守、金銭管理

6 Ｄ 統合失調症 40 男 単身 あり - 病院 病院 退院・自立 249 4.7 1 ○ - - - - -

7 Ｄ 統合失調症 40 男 単身 なし なし 病院 病院 退院・自立 - - - ○ - - - - -

8 Ｆ 精神障害 50 男 単身 あり なし 病院 保健ｾﾝﾀｰ 退院・自立 170 - 8 ○ なし - - 1DK ヘルパー等による見守り

9 Ｆ うつ病 60 女 単身 あり なし 病院 病院 退院・自立 260 - 12 ○ ● なし 木造 35年 1K ヘルパー等による見守り

10 Ｆ うつ病 70 男 単身 あり あり 病院 病院 退院・自立 119 - 6 △ 未定 未定 未定 未定 未定

11 Ｇ 統合失調症 50 女 単身 あり なし 病院 病院 物件探し難航 63 11.9 - ○ ● - - - - 作業所通所等による見守り

② 12 Ａ 統合失調症 60 男 単身 あり あり CH(病院) ＣＨ ＣＨ退去・退院 163 61.5 23 ○ なし 木造 古い 2K 昼食会利用等による見守り

13 Ａ 統合失調症 60 女 単身 あり あり 民間賃貸 本人 立ち退き 84 29.0 数店 ○ あり 鉄骨 - 1K ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ利用等による見守り

14 Ｂ 統合失調症 50 男 単身 あり なし 民間賃貸 病院 立ち退き 84 20.7 - △ 未定 未定 未定 未定 未定

15 Ｃ 精神障害2級 30 男 夫婦 あり なし 民間賃貸 病院 結婚 203 - 3 ○ ● なし - - - 定期的な見守り

16 Ｄ 統合失調症 50 男 単身 あり なし 県営 保健ｾﾝﾀｰ 身体障害併発 99 17.9 4 ○ ● あり - 20年 - ヘルパー等による見守、金銭管理

17 Ｄ 統合失調症 50 男 単身 あり なし 民間賃貸 - 親族近居 - - - ○ ● - - - - -

18 Ｇ 精神障害 50 男 単身 あり あり 民間賃貸 親族 － 102 3.8 - ○ - - 35年 2K 作業所通所等による見守り

19 Ｅ 精神障害2級 40 男 単身 なし あり 家族同居 保健ｾﾝﾀｰ 就労 － - - ○ - - - - 随時相談に応対

20 Ｅ 精神障害3級 40 男 単身 あり なし 家族同居 本人 家族が入院 30 - - ○ ● - - - 2K 随時相談に応対

21 Ｇ 精神遅滞 30 女 家族同 なし あり 家族同居 関係団体 家族トラブル 49 7.6 - ○ - - 20年 2LDK ﾌﾘｰｽﾍﾟｰｽ利用等による見守り

No

パ

タ
ー

ン

③

④

①

おもな入居後支援

相談経緯
支援

結果

居住

支援

制度

入居前支援
団

体

支援対象者 物件

表２ 居住支援事例一覧    ＣＨ：ケアホーム、期間：相談受付から入居した日までの日数、時間：対応に実際に要した時間の合計 

○：民間賃貸住宅入居、△：支援継続中、●：居住支援制度利用、―：不明 

図１ 居住支援プロセスの特徴 

グを行った。なお、川崎市では、全国で他の自治体に先

駆け、H12年度に独自に「川崎市居住支援制度注２）」を創

設し、H18 年度からは「あんしん賃貸支援事業」を開始

し、不動産仲介業者、保証会社、支援団体と連携して支

援を展開している。ヒアリング団体は、これらの登録支

援団体であるとともに、市から精神障害者の相談支援事

業を受託し、生活の様々な問題の相談に応じている。 

３． 支援対象者の傾向（表２） 

ヒアリング対象21事例の支援対象者の年代は30代か

ら 70 代まで幅広く、50 代が も多い。男性単身者が全

体の8割を占める。生活保護受給者が全体の9割を占め、

家賃面での制約も抱えるケースが多い。さらに、親族と

の関係が不安定などの理由から連帯保証人がいない対象

者が6割を占める。精神障害のみでなく、家賃や保証人

等でも住宅探しでの課題を抱える対象者が多いことが分

かる。事例中8件（約5割弱）で、川崎市居住支援制度

による保証制度が利用されている。 

４．居住支援の実態 

4.1.居住支援プロセスの整理(図１) 

 今回調査した21事例をもとに、精神障害者の居住支援

プロセスは、図１のように大別することができる。入居

前、入居後それぞれの支援について特徴を以下にあげる。 

＜入居前支援プロセスの特徴＞ 

・時系列に「調整段階」「物件探し段階」「入居手続き段

階」、支援内容を7項目に分類できる。 

・調整段階：物件探しに入る前に本人からの状況聞き取

りや意向の確認が行われる。病院等関係機関との連絡

調整が密に行われ、関係者間のケア会議も開催される。 

・物件探し段階：ほとんどの団体で、不動産店や物件見

学の同行、契約の立ち会いが行われている。 

・入居手続き段階：入居に向けた生活保護手続き、引っ

越し支援等幅広い支援が行われている。 

＜入居後支援プロセスの特徴＞ 

・入居前に構築された支援体制により、団体の相談支援

段階 支援内容 
 

 

 
入
居
前

 

 
入
居
後

 ク 見守り：支援団体が実施する昼食会への参加、
ホームヘルパーの訪問等を活用しながら、日常的
に見守っている。日常の関わりの中で、病状が悪
化するパターンや時期をつかみ、トラブルを未然
に防ぐようにしている。 

ケ トラブル・緊急時対応：支援対象者にトラブル
が起こった際に対応している。入居後のトラブル
は適切な支援を行うことでほとんどない。 

調

整

入
居
手
続
き

カ 諸手続きの支援：生活保護受給や居住支援
制度利用の手続き、ホームヘルプサービスの
申請などを行っている。 

キ 居住環境の整備：引越し業者探しや、水
道・電気・ガスの手配、家具等の手配を行っ
ている。この段階に外泊訓練を実施している
団体もある。 

ウ 物件探し・不動産店同行：一人では入居を
断られることが多いため、物件探しのための
不動産店同行を行っている。 

エ 家賃債務保証サービスの紹介：連帯保証人
がいない人が多いので、家賃債務保証サービ
ス（居住支援制度）を紹介している。 

オ 賃貸借契約等の立会い：物件の賃貸借契約
の立ち会いを行っている。 

ア 相談対応・連絡調整：病院等の紹介を受け、
本人に状況や希望する住環境の聞き取りを行
い、病状、住環境の希望等を把握する。 

イ 関係機関との連絡調整：病院・保健センタ
ー等と本人の病状や日中の居場所、見守りの
体制などを確認・調整している。（以後も継続） 

 
物
件
探
し



事業、訪問看護、社会福祉協議会のサービスなど既存

の福祉制度を利用して見守りが行われる。団体では、

月 1 回の連絡や団体昼食会の利用等により、調子が悪

くなったときには早めに気付けるようにし、一時入院

等の対応を行う。このため、入居後に実際にトラブル

が起こることは少ない。 

・火元が心配な支援対象者に対して、本人と相談してガ

スは使わず電子レンジ等の使用をアドバイスして実施

し、トラブルのリスクを軽減する取り組みもみられた。 

4.2.パターン別の支援の実態（表２、表３） 

 本調査で把握した21事例を転居経緯から、①病院から

退院し、民間賃貸に転居した事例、②ケアホームから民

間賃貸に転居した事例、③賃貸住宅から民間賃貸に転居

した事例、④家族から独立して民間賃貸に転居した事例

の４パターンに分類した。パターンごとに典型的な１事

例をピックアップし、経緯と支援内容を把握する。 

[ﾊﾟﾀｰﾝ①]病院から退院し民間賃貸に転居（計11事例） 

パターン①は全体の6割を占め、障害者の「地域移行」

の流れの中で、今後さらに増えることが想定される。入

院中の場合は、病状の安定に伴い、主に病院から支援団

体に自立に向けた支援の相談が行われている。特に病院

に近く、日頃から病院と関わりのある支援団体では、支

援実績も多い。 

事例２(表３)：50代の単身男性の退院に際し住宅探しの

支援を行った事例である。以前から本人単独で住宅探し

をしていたが、断られることが続き、相談が持ち込まれ

た。支援団体では、状況等聞き取り後に不動産店への同

行、病院との連絡調整、生活保護の手続き支援、引っ越

し支援、外泊訓練支援などを行っている。本人単独では

難航した住宅探しも、支援団体の同行により 初の不動

産店で物件が決定した。対象者の障害が比較的軽度で、

病院との調整は少ない方だが、退院では病院の医師やケ

ースワーカーとの綿密な連絡調整、外泊訓練の支援など

自立に向けた支援が行われていることが特徴である。 

[ﾊﾟﾀｰﾝ②]ケアホームから民間賃貸に転居（計1事例） 

 ケアホームから独立して民間賃貸住宅に転居する例も、

今回調査では１事例みられた。 

事例12（表３）：60代の男性のケアホームと一時入院先の

病院からの転居を支援した事例である。ケアホームとの

連絡調整、ケアホーム退去と荷物の一時保管の支援、病

院等関係者間のケア会議開催などが行われている。 

[ﾊﾟﾀｰﾝ③]賃貸住宅から民間賃貸に転居（計6事例） 

 パターン③は①に続いて多く全体の３割を占める。賃

貸住宅からの転居の場合の経緯は、従前住宅の立ち退き、

結婚、身体障害の併発などが見られる。 

事例16（表３）：50代の単身男性が身体障害を併発し、

エレベーターのない県営住宅から民間賃貸住宅へ転居し

た事例である。不動産店の同行、従前住宅の原状回復な

ど退去手続きの支援も行われている。これまでも自立生

活を営んでいるために、パターン①のような病院との調

整、自立に向けた本人のサポートや入居後の支援体制整

備の支援が必要とされる割合は低いと言える。 

[ﾊﾟﾀｰﾝ④]同居家族から独立し民間賃貸転居（計3事例） 

パターン④は、同居家族からの独立であり、転居経緯

は同居家族の入院、家族とのトラブルなどである。 

事例 20（表３）：同居家族が入院し、生活保護費の都合

上、単身世帯用住宅への転居支援が行われた事例である。

病状が軽く、支援は協力店リストの手渡し、問題に対す

るアドバイスに留まっている。この場合も病院との連絡

調整や自立支援が必要とされることは少ないようである。 

4.3.入居前居住支援の時間量の分析（図２，３） 

調査では、支援団体が居住支援に要する支援の量を把

握するため、各事例の入居までの支援に要した期間と時

間の実態把握も行った。入居までの期間では、調整段階

を経てから住宅探しを開始するので、入居までに平均

113.4日（約4ヶ月）かかっている。1,2ヶ月程度から半

年以上のケースがあり、状況による開きが見られる。支

援に要した時間は平均18.4時間で、一人当たりの支援に

期間、時間が相当かかることが分かる注４）。時間でも3.8

時間から61.5時間と開きがあるが、時間の長い事例は荷

物一時保管、電話がないなど更に特殊な状況を抱えたケ

ースであった。入居前の段階別に見ると、期間では「調

整段階」（平均58.8日）、時間では「物件探し段階」（平

均8.0時間）が も長くなっている。 

パターン別の期間では、①退院が平均 122.8 日（約 4

ヶ月）、②病院を経由したケアホームからの転居が 163

日（約5ヶ月）と、特に「調整段階」が長くかかる傾向

にある。ただし、退院でも事例1～3のように、本人の意

思が固まり、物件探しをしていた場合は、調整段階は短

い。時間では②ケアホームからの転居が61.5時間、③民

間賃貸住宅からの転居が平均17.8時間で、従前住宅引っ

越し作業等に伴い、特に「入居手続き段階」が長くかか

る傾向にある。対象者を年代別に分類すると、60 代以上

が期間では平均119 日（約4.5 ヵ月）、時間でも平均45.3

時間と、障害かつ高齢と複数の要因が重なり、物件探し

等が難航し、他の年代より時間がかかることが窺える。 



表３ 居住支援の事例(詳細) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例２ [ﾊﾟﾀｰﾝ①] 事例12 [ﾊﾟﾀｰﾝ②] 事例16 [ﾊﾟﾀｰﾝ③] 事例20 [ﾊﾟﾀｰﾝ④] 
 

病院からの転居を支援 
退院・従前ケアホーム引払い・転居
を支援 

県営住宅からの転居(身体障害併発)
を支援 

同居家族入院に伴う転居を 
支援 

属性 
単身男性・50歳代（うつ病） 
生活保護受給 

単身男性・60 歳代（統合失調症注３）
）

生活保護受給 
単身男性・50歳代（統合失調症） 
生活保護受給 

単身男性・40歳代（てんかん等） 
生活保護受給 

対
象
者 従前 病院 ケアホーム（一時入院） 県営住宅 民間賃貸（母と同居） 

紹介者 本人から連絡 従前居住のケアホーム 精神保健福祉センター 本人来所 
転
居
経
緯 

相談 

内容 

住宅探しを本人が自力で行っ
ていたが断られることが続き、
不動産店にいくのも恐怖を覚え
る状況になっていた。 

入院が長期に及び、入院前に住ん
でいたケアホームを退去することに
なった。ケアホーム退去と退院を支
援することになった。 

腰椎狭窄症で腰を悪くし、エレベー
ターのない 3 階賃貸住宅での生活継
続が困難。民間賃貸住宅への移転を
検討。 

母と2人で生活保護。母が入院
し、単身用住宅へ転居が必要に
なった。単独での住宅探しで断
られることが続いていた。 

段 

階 
No./日時（対応時間）/支援内容 

段 

階 
No./日時（対応時間）/支援内容 

段

階
No./日時（対応時間）/支援内容 

段 

階 
No./日時（対応時間）/支援内容 

調
整

1  前年7月支援開始。一時中断。 
2  4/8(10 分)資金可能に。再開。 

調
整 

1  4/9(90 分) 
  本人から状況を聞き取
り。 

調
整 

1  12月中旬 
本人から状況を聞き取
り。支援団体が協力不動
産店のリストを渡した。

 

調
整 

1  5/28（120分） 
病院がケア会議を開催。本人
と関係者が集まり、経過報告と
退院支援の確認。 

2,3 7/13,18（240分） 
本人と支援主体が支援団体に
なることの確認。 

4  7/25（390分） 
ケアホーム片づけ、不要品選別。 

5,6 7/31,8/3（270分） 
退去のための倉庫探し。 

7  8/7（120m） 
病院でケア会議。状況報告。 

8,9 8/9,20（720分） 
ケアホーム片付け。退去。 

物

件

探

し 

2  ４/11(30 分) 
協力不動産店に同行し

物件を確認。 
3  ４/14(30 分) 

物件決定。手続きについ
て確認。 
4  4/15(30 分) 

病院連絡。ケースワーカ
ーに生活状況等確認。 

5  4/17(10 分) 
本人から契約したとの連

絡が入る。 
物

件

探

し 

10 8/23（420分） 
不動産店まわり（本人不在） 

11～17 8/24～9/14（840分）
不動産店同行。（23 店舗） 

18 9/18（60分） 
賃貸借契約立会い。 

物

件

探

し

3～7  4/14,15,21,25(32 分)  
地元で協力的な不動産店に問
合わせ。本人とも調整。 

8  4/26(60 分) 不動産店・物件
見学同行。 
9  4/26(20分) 

本人が団体の昼食会に参加。
団体の支援内容を確認。 

10～14  4/30,5/1,2,7,8(65分) 
従前住宅の原状回復支払いにつ
き生活保護担当、本人と連絡。 

15,16 5/28,6/9(20 分) 
本人と物件条件を再確認。不動
産店に問合わせ。 

17～22  6/13,16,18,20(257 分) 
本人連絡、物件見学同行。 

23,24 6/22(10 分) 物件同行・決定。 
25～27  6/23,24,27(93分) 

生活保護手続き。区等同行等。 
28 6/30(240分) 
契約手続き立会い。区等同行。 

入

居

手

続

き 

6,７ 4/18,4/22(90 分) 
保健センター同行、生活
保護等手続きの確認。 

8  4/28(60 分)引越し支援。 
9  5/1(60 分) 

入居後支援等に関わる
各種手続き同行。 

10 ５/8(90 分) 
一泊二日の外泊訓練。生
活での課題を確認。 

11 5/9(30 分) 
退院日につき本人連絡。 

12 5/15(60 分) 
退院支援 

入

居

手

続

き 

19 9/20（60分） 
引越し業者探し、相見積もりを
福祉事務所へ提出。 

20,21 9/25,10/2（120分） 
ホームヘルプ申請手続き。 

22 10/17（90分） 
団体がケア会議を開催。退院
日や入居後支援を話し合い。

23,24 10 月 外泊訓練２回実
施。（120分） 
25 11/6(120分)  退院支援。

入

居

手

続

き

29～32  7/2,4,5,9(110分) 
備品の購入、粗大ゴミの処分
や郵便局、区役所手続き同行。 

33～36 7/10,12,14(35 分) 
本人、不動産店、生活保護担
当と資金繰りについて相談。 

37 7/15(120分) 引越し支援。 

物
件
探
し 

2  １月初旬 
本人が単独で協力不動
産店に行き、物件を斡旋
されて決定。 

3  １月中旬 
転居。 

入居前 

支援経緯 

37 日/9.7 時間 163 日/61.5 時間 99 日/17.9 時間 データなし

利用制度 ・親族が保証人 
（居住支援制度は使わず）。 

・居住支援・あんしん賃貸協力不動産店 

・親族が保証人 
（居住支援制度は使わず）。 

・居住支援制度利用。 
・居住支援・あんしん賃貸協力不動産店 

・居住支援制度利用。 
・居住支援協力不動産店 

入居物件 ・本人のみの物件探しでは難航
したが、支援団体が協力不動
産店に同行し、物件決定。 

・木造・築20年以上。 
・支援団体に近い。 

・不動産店は 23 件同行。保証人が遠
いとか死亡時が心配と断られ続け、
飛び込みの不動産店で決定。 

・古い木造・6 畳＋3 畳K、風呂なし 
・銭湯と支援団体に近い。 

・不動産店は4件同行。 終的には支
援団体と懇意な不動産店で決定。 

・築20年以上。 
・支援団体のGH近く。GHの家主で、
団体をよく知り理解があった。 

・不動産店の親が所有する物件だ
った。下階店舗のカラオケの騒
音があるため、もともと空家が
多いアパートだった。 

・4畳半・3畳の2間 
入居後の

支援 
・支援団体で定期的に連絡。 

・配食サービス、家事援助、短期
入所施設など地域の既存制度
を活用。 

・団体の昼食会を毎日利用。訪問介
護と社協入浴、ホームヘルプ利用。 

・団体、病院等とで情報交換。入居後
に一時再入院。支援団体フォローで
早めに入退院。 

・火元が不安なためガスは使わない。 

・団体の GH 昼食サービス等を利用。 
・身体障害についてホームヘルプサー

ビス利用。 
・金銭管理に問題がある。生活保護担
当とも連絡を取りながら対応予定。 

・下階のカラオケ店舗が深夜ま
でうるさくて眠れず、病状が悪
化。支援団体のアドバイスで不
動産店に相談し、深夜の音は控
えられ、改善された。 
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図３ パターン別入居までの支援時間（N=11） 

 

図２ パターン別入居までの支援期間（N=18） 

① ② ③ ④

＊ 
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＊…対象者が60歳以上 

(Ⅰ：31h Ⅱ：22h Ⅲ：8.5h) 

① ② ③ ④



５．物件探しにおける支援等の実態（表４） 

5.1.不動産店同行による支援の実態 

調査では、ほとんどの場合において支援団体による不

動産店や物件の同行が行われていることが分かった。１

事例あたりの同行不動産店数は、平均約6件である（表

２）。事例２のように、本人単独では難航し、支援団体に

相談が持ち込まれたケースでも、支援団体が同行し、支

援内容等の説明を行うことにより、 終的に物件決定に

至っており、不動産店の安心につながっているものと考

えられる。しかし、「物件がない」「過去にトラブルがあ

った」「家主に言えない」等の理由で、実際に入居拒否が

実在することも聞かれた。障害者、単身、生活保護、高

齢、入院中など複数の要因で、支援団体が同行しても、

事例12のように23店舗もの不動産店をまわり、物件探

しに難航するケースもあった。 

5.2.団体と懇意の不動産店等による物件斡旋 

物件探しが難航する場合などに、 終的に支援団体と

懇意の地域不動産店に依頼するケースが今回調査事例の

うち、4件（4割）で見られた。支援団体からは、「非常

に協力的な地元の不動産店があり、何かあると連絡でき

る関係」「困った時は以前から付き合いのある不動産店

に依頼」「以前から団体のことを知っていて、団体がきち

んとバックアップすることを知っている」など、信頼関

係のある不動産が存在し、「困ったときの切り札である」

ということが聞かれた。また、家主についても、支援団

体運営のグループホームでの関わりや、団体関係者から

の紹介などで物件斡旋につながるケースが見られた。一

方で、新たな不動産店との関係づくりは苦労しているこ

とや、特に家主の理解を得ることの難しさを課題にあげ

る団体も複数あった。 

5.3.物件の特徴 

支援対象者の大半が、生活保護等で家賃の制約を抱え

ており、入居物件の多くが築20年以上の老朽化した木造

住宅であった。特に市街地では、家賃が高めで、風呂な

し、和式トイレでアンペア数も低いなど設備やバリアフ

リー等の条件も厳しい。そうした中で、風呂がなくても

銭湯に近い、和式トイレでも段差に簡易便座が設置可能

など、支援団体が細かなアドバイスを行っている。一方、

郊外では新しい住宅が多く、家賃の条件に見合う住宅を

探すのに苦労しているとの声も聞かれた。物件の決定で

は、支援団体近くであることが重視されていることも特

筆すべき点である。 

 

入

居

拒

否

の

実

態

・不動産店で物件がないと断られたことがある。（A） 
・不動産店の反応は、「家主との関係上、問題のない人のほう

が安心」「不動産店も家主もメリットがない」「支援団体も

夜中は対応してくれない」「立て続けに高齢者等の出火があ

り、家主にいえない」「一棟行政で借り上げを」など（A） 

・障害かつ高齢の場合も多く、入院生活が長いと歩き方など動

作が緩慢になり、入居を拒否されることもある。（A） 
・単独で物件探しをすると、単身、生活保護、高齢、入院中と

いうことで不動産店に断られてしまう。(B) 
・障害者とは伝えていたが、入院していたことを知り、引越し

荷物まで入れたのに解約となったケースがある。(C) 
・生活保護の条件に見合う物件がないと言われてしまう。(F) 
・以前精神障害者でトラブルがあり、受け入れてくれない。(F) 
・登録協力不動産店でも物件がないなど断られる。(B)(F) 

団

体

と

不

動

産

店

等

と

の

関

係

・非常に協力的な、昔から営業している地場の不動産店があり、

支援団体の切り札である。担当者がとてもよい。何かあると

すぐに連絡できる関係であり、不動産店も支援団体がちゃん

とバックアップすることを知っている。(A) 
・困ったときは以前から付き合いのある不動産店に依頼。(B) 
・団体で以前からグループホーム運営を行っており、関係を築

いてきた地域の不動産店がある。グループホームで実際に精

神障害者が住んで、支援団体が支援していることを不動産店

も見て知っていて、信頼して斡旋してくれる。住宅で空きが

出たら連絡をくれる。電話一本で依頼ができ、団体と近いの

で、行き来しやすい。(D) 
・顔なじみになることがまず目的。個々の事例の中で心を動か

してくれる不動産店も多い。(C) 
・物件開拓や不動産店との関係づくりは、団体で経験がないの

で大変。飛び込みか団体利用者等の口コミで探す。(C) 
・地域に住む支援団体理事・評議員、運営委員に、物件の紹介

や不動産店、家主等に依頼している。人のつながりや福祉の

活動のある地域だと、地域の方に依頼しやすい。(G) 
・不動産店は団体と顔をあわせて信頼して紹介してくれても、

家主の理解を得ることが難しい。家主と顔をあわせることは

少ない。(C) (D) 
物

件

の

特

徴

・病院の近くなど、限られた地域での物件探しに苦労する。家

賃が高い地域では、生活保護内では風呂なしでないと探せな

い。バス停から 13 分など立地が不便なところや、近くに銭

湯もない、洗濯機を置ける場所がないこともある。トイレも

和式となるが、段差があり簡易の洋式便座を置けるところな

どにしている。コンセントが少なく、アンペア数も低いので、

エアコンを使用する際に注意が必要なケースもある。(A) 
・物件は支援団体の近くで探す(A)(B)(D) 
・生活保護内だと、老朽化し、風呂なしの物件が多い。近年、

建替えも進み、条件のあう物件が少なくなりつつある。(G)
・希望する物件が生活保護より上回っていても差額を出して入

居したい場合、家賃と管理費で調整を依頼するが、面倒とい

う反応の不動産店が多い。（A） 

・懇意の不動産店では半年待てば斡旋できる物件がでると言わ

れるが、待てる状況か。（A） 
・家主も高齢なので自分と同じ世代でこだわりなく貸してくれ

た。家賃が生活保護を上回っていたが、管理費と調整してく

れた。家主が隣に住んでおり、入居後も親切に対応。(A) 
・不動産店が家主を知っていて依頼しやすい物件を斡旋しても

らう。生活保護費にあわせて家賃を1万円下げてくれた。(C) 
・団体のグループホームと関わりのある家主で支援団体のこと

もよく知っていた。家主がよい人で理解がある。(D) 

表４ 支援事例にみる物件探しの状況 



６．まとめと考察 

 以上の調査から、精神障害者の居住支援において、支

援内容とプロセス（特に入居までの支援）の実態が明ら

かになった。新たに必要となる居住支援と課題を以下に

まとめる。 

① 自立居住のための幅広い支援を担う体制づくり 

精神障害者の入居前支援では、従前住宅の別で支援内

容等に違いは見られるものの、調整段階から物件探し、

入居手続きの支援という共通の支援プロセスが見られた。

事例での「支援団体なしには退院自体が難しかった」と

の支援対象者の発言からも明らかなように、精神障害者

の居住支援では、調整段階において、本人の病状を把握

し、自立が可能かを含めて適切な居住形態と支援内容を

選定し、自立に向けて本人の意思を固めることにおいて、

団体の果たす役割は大きい。また、他に支援先のない諸々

の支援（引越し支援、入居手続き支援等）が行われるこ

とも特徴であり、このような中で支援団体と本人との信

頼関係も築かれている。入居後には、団体が病状悪化の

パターンを把握し、早めの入院措置を取っていることな

ども聞かれた。支援団体の精神障害者支援の経験が、安

定的な自立居住を可能にしたものであり、入居前・入居

後を通じて、このような幅広くきめ細かいサポートが不

可欠と言える。 

精神障害者の居住支援では、病院、関連機関等と複数

の支援主体が入り、複層的な支援が行われることも特徴

である。退院の場合では、病院等の関係者間のケア会議

の開催等を行う中で、支援の主体が病院から団体へと移

行し、入居前には支援団体が中心になって入居後の支援

体制づくりが行われる過程を見ることができる。入居後

は、配食や家事援助、介護サービスなど複数の既存制度

を活用して見守りが行われるが、関係機関との連絡など

も団体が中心的に行っている例が多く見られた。 

支援団体が関係者間を取り持ち、本人を取り巻く支援

関係者、不動産店等をコーディネートする役割を担って

いると言え、今後も支援団体の役割として期待すべき点

である。一方で、一人あたりの支援に要する団体の支援

量が大きいことも分かった。今後、支援対象者の増加に

伴い、人的体制整備と経費の確保も課題である。 

② 不動産店・家主との関係づくり 

今回調査の事例では、本人単独での住宅探しが難航し

ていたケースでも団体の不動産店同行等により物件決定

に至っており、団体による支援が不動産店・家主の安心

にもつながっているということができる。 

一方で、精神障害、高齢、生活保護の理由等から物件

探しに時間がかかるケースも少なくなかった。不動産店

等の理解を得るのが困難な場合等には支援団体と懇意の

不動産店や家主に依頼し、斡旋してもらっている現状が

把握できた。地域で支援団体をよく知り信頼関係を築い

ている不動産店や家主の存在が非常に重要なことが分か

った。居住支援を行う中で、新たな不動産店との関係づ

くりも徐々に行われているようであるが、こうした関係

にある不動産店や家主はまだ少ない。精神障害者の支援

団体は住まいに関する分野の経験は少なく、今後、地域

単位での支援団体と不動産店・家主との関係づくりが課

題であると言える。 

 

支援団体からは、制度を契機に住まいの相談の対応に

も踏み込めるようになったとの声が聞かれ、支援実績も

増加してきている。しかし、居住支援はまだ日が浅く、

有効な支援のあり方が確立されていないのが現状である。

今回調査では、制度の要件に合致せず実際には制度を利

用せずに支援が行われているケースも複数見られた注５）。

また、物件の質も物件選択の余地が非常に限られており、

安定的な居住への不安は否めない状況にある。今後、実

態に即した制度や支援体制の更なる検討が求められる。 

 
＜補注＞ 
1) 「あんしん賃貸支援事業」国土交通省で平成 18 年度から開始した事

業。高齢者、障害者、外国人、子育て世帯の入居を受け入れることと

している民間賃貸住宅の登録制度を整備し、その情報提供を行うとと

もに、地方公共団体、ＮＰＯ・社会福祉法人等が連携して居住支援を

行い、高齢者等の円滑入居と安定した賃貸借関係構築を支援する制度。 
2）「川崎市居住支援制度」 家賃債務保証契約及び損害保険契約を行う「入

居保証システム」とトラブル発生時に対応を行う「居住継続システム」

からなる制度。川崎市では、精神障害者の支援団体として、相談支援

事業者（各区１団体）を指定している。現在、川崎市では、あんしん

賃貸支援制度、居住支援制度の両制度に取り組んでいる。 
3) 「統合失調症」精神分裂病の近年の総称。 
4) 筆者らが行った高齢者、外国人を対象とする同様の調査（文6））では、

高齢者等の入居前支援は、ほとんどの場合、不動産店の紹介で解決し、

団体が支援に要する回数や時間は少ない。 
5) あんしん賃貸支援事業においては、今後、各自治体の既制度との整合、

地域の特性をいかした制度設計も課題である。 
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